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（参考２）農業水利施設の管理と処分にかかわる法令等 

 

●国営農業水利施設の場合 

◇ 土地改良法 

 第 94 条の６第１項 （国有土地物件の管理及び処分） 

農林水産大臣は、土地改良財産（第 94条第２号に掲げる土地を除く。）を都道府県又は土地改良区等に管理させる

ことができる。 

◇ 土地改良法施行令 

 第 58 条第１項 （管理受託者の義務） 

管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければ

ならない。 

 第 59 条第１項 （他目的への使用等） 

管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度

において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。 

 

●都道府県営農業水利施設の場合(例) 

◇ 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例 

第３条 （知事の管理） 

  知事は、土地改良財産を管理する。 

第４条 （管理の委託） 

  知事は、土地改良財産の管理を土地改良区等に委託することができる。 

第７条 （他目的への使用） 

管理受託者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の目的又は

目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、又は使用させることができる。 

第 10条 （収益の帰属） 

受託にかかる土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。 

 

●その他農業水利施設の場合(例) 

◇ 亀田郷土地改良区道路および水路使用規程 

 第２条の１ （他目的への使用等） 

  亀田郷土地改良区は、土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用

し若しくは収益し、または使用させ若しくは収益させることができる。 

 

◇ なお、平成 17 年度の法定外公共物の市町村への移行について、新潟市等と亀田郷土地改良区等との協議の結果、「土地

改良区の区域に存在する土地改良施設の敷地である法定外公共物は、土地改良法に基づき土地改良区が管理する」旨の条

文が規定された。 
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2) 共有持分付与 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 環境用水の水利権は、許可期間が原則３年間を上限とし、更新条項も付されないことから、

施設財産を共有する方法は例外的な場合が想定されますが、環境用水の水利権主体予定者が

財産を共有しようとするときは、土地改良法等の手続きに基づいて共有持分、対価の額、管

理費用等の協議を行わなければなりません。 

 

■ 共有持分付与 

1) 環境用水を通水する施設が土地改良財産の場合 

土地改良財産の共有持分の付与は、次の要件に適合するか充分な検討を行う必要があ

ります。 

① 公共事業の用に兼ねて供するための特別の必要があること 

② 土地改良財産の本来の用途又は目的を妨げないこと 

③ 土地改良財産の耐用年数が到来するまで使用することが見込まれること 

④ 土地改良財産の有効利用に資するものと認められること 

 

2) 環境用水を通水する施設が公有財産(行政財産)の場合 

      土地改良施設の所有者等と協議する必要があります。 

 

◆関係法令等◆ 

土地改良法第 94条の４の２第２項 

取扱規則第 22 条の３ 

基本通達第８ 

 

基幹的な土地改良施設の共有持分付与については、土地改良法第 94 条の４の２

に規定されています。 

共有持分付与とは、基幹的な土地改良施設を構成する土地改良財産で、公共の

利益となる事業の用に兼ねて供するため、その本来の用途又は目的を妨げない限

度で、事業を行なう者に対し共有持分を与えることです。ここでは、「本来の用

途又は目的」とは「かんがい」、「その他の公共の利益となる事業」とは「環境

用水を通水するための事業」となります。 
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2-8．水利使用許可申請書 

 

 

 

 

■ 水利使用に関する河川法第 23 条の許可の申請をする場合には、河川法施行規則において定

められている許可申請書に所要事項を記入し、次に掲げる事項を記載した図書を添付する必要

があります。 

1. 水利使用に係る事業の計画の概要 

2. 使用水量の算出の根拠 

3. 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにす

る計算 

4. 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要 

 (1) 治水 

  (2) 関係河川使用者の河川の使用 

  (3) 竹木の流送又は船若しくはいかだの通航 

 (4) 漁業 

  (5) 史跡、名勝及び天然記念物 

5. 河川法第 38条ただし書きの同意書の写し 

6. 取水工作物の使用について申請者が権原を有することまたは権原を取得する見込み

が十分であることを示す書面 

7. 他の行政庁の許可・認可その他の処分を受けていることを示す書面または受ける見込

みに関する書面 

8. 河川法施行規則第 39 条ただし書きについて 

9. その他参考となるべき事項を記載した図書 

このほか、河川法第 24 条、第 26 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の許可の申請にあたっては図

書に追加で記載が必要となります。（河川法施行規則第 11条参照） 

 

（参考） 

    ・仙台市 許可申請書及び添付図書（目次） 

    ・新潟市 許可申請書及び添付図書（目次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境用水の水利権を取得するにあたっては、河川法第 23 条等に基づく許可の申請

を行う必要があります。 
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（参 考）仙台市 許可申請書及び添付図書（目次）

 

  ○仙台市 許可申請書 

平成 年 月 日
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  ○仙台市 添付図書（目次） 
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（参 考）新潟市 許可申請書及び添付図書（目次）

     （亀田郷地区） 

  ○新潟市 許可申請書 

平成  年  月  日 
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 ○新潟市 添付図書（目次） 
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2-9．運営組織の立上げ 

 

 

 

 

 

 

■ 環境用水に関する関係者は、その地域によって様々ですが、農業水利施設の所有者、管理者、

かんがい用水の水利権者、市町村の関係部局、県の関係部局、河川管理者等での組織を検討し

ます。また、必要に応じて関係集落の自治会等の参加も検討します。 

 

■ 生態系保全の目的で環境用水を取得する場合、その地域での生態系の専門家に運営組織の構

成員への参画を依頼し、助言を求められるような体制も検討します。 

 

■ 運営組織では、運営方針、役割分担、スケジュール、連絡体制等の決定や、環境用水の取水

にあたっての問題点の抽出、その方策、効果、維持管理体制、今後の展開等を検討することと

します。なお、試験通水等によって関係者が判りやすく検証できるような方策も検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市における運営組織の事例 

（仙台地域水循環協議会） 

 環境用水の取得には、多くの関係者が関わるため、それらの関係者から構成され

る協議の場として運営組織を設けることが効果的です。 

運営組織においては、水利権取得に関するさまざまな調査・検討の円滑な推進、

並びに情報の共有化のためにも有効な場となります。 

協議会 検討委員会 

幹事会 

部会 

（水辺環境改善部会） 

・委員長：東北地方整備局 

・委 員：仙台市（建設局，経済局，環境局， 

都市整備局，水道局） 

    ：宮城県（土木部，産業経済部，仙台 

土木事務所，仙台地方ダム総

合事務所，仙台産業振興事務

所，企業局） 

   ：東北農政局 

   ：東北地方整備局 

・学識経験者 

・市民代表 

：仙台・水の文化史研究会 

仙台青年会議所 

水環境ネット東北 

・幹事長：東北地方整備局

・幹 事：部局は協議会に

・部会長：東北地方整備局 

・部会員：仙台市 

    ：宮城県 

    ：東北農政局 

    ：東北地方整備局 




